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燃やせないごみ

◎リサイクルできないカン類
【例】
飲料用以外のカン
（お菓子・缶詰・ミルク・食用油の缶など）
塗料などのカン
（中身は使い切ってください）
アルミ箔の容器
→飲料カンの出し方は 7 ページ参照。

◎ リサイクルできない
ガラス製品やびん陶器

【例】
化粧品のびん・食用油のびん・
ガラス食器（コップ・皿など）
窓ガラス・耐熱ガラス製品
電球（蛍光灯を除く）
割れたびん
せとものなどの陶器類
→飲食用びんの出し方は7ページ参照。

これらも燃やせないごみです注

◎…燃やせないごみは、45ℓ以下の透明
または半透明の中が見える袋で出し
てください。

◎ 黒色・青色等の袋、ダンボール・紙
袋で出されたごみは収集しません。

出し方出し方出し方出し方出し方出し方

透明袋 半透明袋ま
た
は

45ℓ以下の

包丁・カミソリ・
先が鋭利なもの・
割れたガラスは、
紙や布などに包み、
表示（キケンなど）
をして袋に入れて
出してください。

スプレー缶・カセッ
トボンベは、必ず
使い切り、穴を開け
て出してください。

（穴あけは必ず火気
のないところで行っ
てください）

画びょう・釘・ク
リップ・縫い針は
空き缶などに入れ
てから袋に入れて
出してください。


